
次のことが不十分なために、トラブルや支
障が見られます！チェックをしてみてください！

～年度初めの保護者への説明～

□自校の「いじめ防止対策基本方針」を見直し、 ホーム
ページ等に掲載し、ＰＴＡ総会等でも保護者へ説明した。

□校内ルール、特に個人情報の取扱い規定や、児童生徒・保護者への
連絡手段（一斉メール）の徹底等について教職員で確認し、また保護者
へも周知した。例えば・・・
〇緊急時の学校からの連絡方法
（児童生徒と連絡先を交換することは、ＳＮＳも含め厳禁 等）

〇留守電の設定時間や休日等の連絡方法
〇児童生徒の個人情報（画像・映像含む）の管理の仕方や外部への
提供のきまり

～年度初めの職員での話し合い～

□児童生徒への身体接触の注意について
□授業や行事等で児童生徒の画像や映像を撮影する場合のルールや
留意事項

～再度確認を！～
□全職員の運転免許証の有効期限 □教員免許状の更新期限

□県総合教育センターの研修申込みは済んでいますか？
特に・・・経年研（３年目・中堅・１６年目研修）を修了したか
どうかで昇給に影響がでます。

休職等の除算に注意し、勤務年数の計算をお間違いなく！！
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